
各務原市入札監視委員会運営基準 

（令和４年８月８日議決） 

（目的） 

第１条 この運営基準は、各務原市附属機関設置条例（令和３年条例第３３号）第１

０条の規定に基づき、各務原市入札監視委員会（以下、「委員会」という。）の運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市が発注する建設工事に関して、次の各号に掲げる事務を行う。 

（１）入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。 

（２）委員会又は第６条第１項の規定により委任された委員が抽出した工事に関し、

競争入札参加資格の設定方法、指名競争入札に係る指名選定方法等について審議

を行うこと。 

（３）一般競争入札の非認定理由、指名競争入札の非指名理由及び随意契約の非選定

理由に対する各務原市公共工事苦情処理手続要領（平成１８年２月８日決裁）第

１０条に規定する再苦情について、公正かつ中立な立場で審議し、市長にその結

果を報告すること。 

（４）入札制度の改善のために必要と認められる施策について市長に対し、意見を述

べること。 

（５）その他必要な事項について、調査し、又は市長に意見を具申し、若しくは報告

すること。 

（組織） 

第３条 委員は、非常勤とする。 

２ 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。 

３ 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する者をもって充てる。 

（会議及び議決） 

第４条 委員会の会議は、次の各号に掲げる会議により行われるものとする。 

（１）定例会議 第２条第１号及び第２号の事務に係る会議 

（２）再苦情処理会議 第２条第３号の事務に係る会議 

（３）入札制度改善会議 第２条第４号の事務に係る会議 

（４）臨時会議 第２条第５号の事務に係る会議 

２  定例会議は、原則として、６か月に１回開催するものとし、それ以外の会議は、



それぞれ必要に応じ開催するものとする。 

 （定例会議提出資料） 

第５条 市は、第４条第１項に規定する定例会議に、原則として定例会議開催の前６

か月間に市が発注した工事に係る発注工事総括表（様式第１号）、入札方式別発注

工事一覧表（様式第２号）、入札参加資格停止等の運用状況一覧表（様式第３号）、

低入札価格調査結果一覧表（様式第４号）及び談合情報対応結果一覧表（様式第５

号）を提出するものとする。ただし、予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）が４００万円以下のもの及び市の行為を秘密にする必要のあるものについて

は、除外するものとする。 

２ 前項に規定する入札方式別発注工事一覧表については、次の各号に掲げる区分ご

とに整理する。 

（１）一般競争入札方式 

（２）指名競争入札方式 

（３）随意契約方式 

（抽出の委任） 

第６条 委員会は、第２条第２号の抽出に関する事務をあらかじめ指名した委員に委

任することができる。 

２ 前項の委任を受けた委員は、抽出結果を速やかに委員会に報告しなければならな

い。 

 （審議議案の抽出） 

第７条 第２条第２号に規定する工事の抽出は、第５条に規定する入札方式別発注工

事一覧表の中から、入札・契約方式別に、事前に作為の入らない方法で行うものと

する。 

 （抽出事案の説明） 

第８条 抽出事案の説明は、抽出事案説明書（様式第６号、様式第７号又は様式第８

号）をもとに必要最小限の資料に基づき行う等、審議の効率化を図らなければなら

ない。 

（意見の具申又は報告） 

第９条 委員会は、定例会議で審議した事項について、不適切な点又は改善すべき点

があるときは、市長に対して意見の具申又は報告を行うものとする。 

２ 市長は、前項の意見の具申若しくは報告又は入札制度改善会議の意見の具申を受



けた場合には、その内容を公表するものとする。 

（再苦情処理） 

第１０条 委員会は、再苦情処理の申立てがあった日から概ね５０日以内に市長に対

してその結果を報告しなければならない。 

（委員の除斥） 

第１１条 委員は、第２条第２号から第５号までの事務について、自己又は３親等以

内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。 

 

 附 則 

 この基準は、議決の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この基準は、令和７年１０月１日から施行し、入札日が令和７年１０月１日以降の

工事の抽出から適用する。 


